
①騒音に係る環境基準について 

騒音に係る環境基準の地域の類型                      

Ａ Ｂ Ｃ 

第一種低層住居専用地域、第二

種低層住居専用地域、第一種中

高層住居専用地及び第二種中

高層住居専用地域 

第一種住居地域、第二種住居地

域（Ｃ類型の区域を除く）及び

準住居地域 

１ 近隣商業地域、商業地域、

準工業地域、工業地域及び工業

専用地域 

２  用途地域以外の地域

３  娯楽・レクレーシ ョン地

区のうち第二種住居地域の区

域 

備考 

１ 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、

第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業

地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域とは、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第８条第１項第１号の用途地域をいう。 

２ 用途地域以外の地域とは、都市計画法第８条第１項第１号の用途地域が定められて

いない地域をいう。 

３ 風致地区とは都市計画法第８条第１項第７号の区域をいう。 

４ 都市計画法第８条第１項第９号の臨港地区は、騒音に係る環境基準の地域の類型を

あてはめる地域から除く。 

５ Ｃ類型の欄に記載されている娯楽・レクレーション地区は都市計画法第８条第１項

第２号の規定に基づく特別用途地区をいう。 

 

 

 

 

 



 騒音環境基準値 

地域の類型 基  準  値 

昼 間 夜 間 

ＡＡ ５０デシベル以下 ４０デシベル以下 

Ａ及びＢ ５５デシベル以下 ４５デシベル以下 

Ｃ ６０デシベル以下 ５０デシベル以下 

（注）時間の区分は、昼間を午前6 時から午後10 時までの間とし、夜間を午後10 時か

ら翌日の午前6 時までの間とする。 

ただし、次表に掲げる地域に該当する地域（以下「道路に面する地域」という。）に

ついては、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 

地域の区分 
基  準  値 

昼 間 夜 間 

Ａ地域のうち２車線以上の車線を有す

る道路に面する地域 
６０デシベル以下 ５５デシベル以下 

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有す

る道路に面する地域及びＣ地域のうち

車線を有する道路に面する地域 
６５デシベル以下 ６０デシベル以下 

 

備考  

車線とは、1 縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有す

る帯状の車道部分をいう。 

上表に掲げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域（２車線以下の車線を有

する道路の場合は道路の敷地の境界線から１５ｍ、２車線を超える車線を有する道路の

場合には道路の敷地の境界線から２０ｍまでの範囲をいう。）に係る限度は、上表にか

かわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 

基  準  値 

昼 間 夜 間 

７０デシベル以下 ６５デシベル以下 

備 考 

個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれている

と認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては45 デシベル以下、夜間

にあっては40 デシベル以下）によることができる。 

 


